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平成26年１月31日（金曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

総務部

１．宮崎県総合防災訓練の成果と課題につい

て

２．新・宮崎県地震減災計画を踏まえた今後

の取組と市町村等への支援について

３．宮崎県津波浸水想定における浸水開始時

間予測

○協議事項

１．委員会報告書骨子案について

２．その他

出席委員（11人）

委 員 長 中 野 一 則

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 外 山 三 博

委 員 蓬 原 正 三

委 員 宮 原 義 久

委 員 黒 木 正 一

委 員 松 村 悟 郎

委 員 内 村 仁 子

委 員 髙 橋 透

委 員 井 上 紀代子

委 員 有 岡 浩 一

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

危機管理統括監 橋 本 憲次郎

危 機 管 理 局 長
大 坪 篤 史

兼危機管理課長

消 防 保 安 課 長 厚 山 善 光

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 日 髙 壮

政策調査課主査 黒 田 裕 司

○中野委員長 それでは、ただいまから大規模

災害・防災対策特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。

本日は、総務部から、総合防災訓練の成果や

課題、また、減災計画を踏まえた今後の取り組

みなどについて説明をいただきます。

今回は、執行部による説明及び質疑は１時間

程度とし、あとは委員協議に移りたいと思って

おります。

委員協議においては、委員会報告書の骨子案

を御協議いただきたいと思います。そのように

取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、これから執行部の説明に入ります。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○中野委員長 委員会を再開いたします。

総務部においでいただきました。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○橋本危機管理統括監 危機管理統括監の橋本

でございます。どうぞよろしくお願いいたしま
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す。

説明に入ります前に１点、御報告申し上げま

す。

先般、実施しました総合防災訓練についてで

ございます。

12月15日に南海トラフ巨大地震を想定しまし

て、初めての実践的な訓練として実施させてい

ただきましたところ、県内はもとより国や九州

各県の121の防災関係機関、約9,100名の方々に

御参加いただきまして、無事に終えることがで

きました。御理解と御協力に感謝申し上げたい

と思います。

今回の訓練で得られました成果を踏まえまし

て、今後とも、防災力の強化や減災対策等に努

めてまいりたいと存じます。

それでは、本日の報告事項についてでありま

す。

まず、１点目は、宮崎県総合防災訓練の成果

と課題についてでございます。

２点目は、宮崎県地震減災計画を踏まえた今

後の取組と市町村等への支援についてでありま

す。

３点目は、宮崎県津波浸水想定における浸水

開始時間予測についてであります。

詳細につきましては、危機管理局長から説明

させていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

私から以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○大坪危機管理局長 それでは、まず、「宮崎県

総合防災訓練の成果と課題について」御説明を

いたします。

「委員会資料」の１ページをごらんください。

本年度の総合防災訓練につきましては、１の

「概要」にありますとおり、昨年の12月15日、

日曜日の午前８時から午後１時という時間で実

施をいたしました。

県内や九州の121の防災機関や自主防災組織

等、総勢9,100名の参加を得まして、本県だけで

はなく、宮崎市と、それと南海トラフ巨大地震

対策九州ブロック協議会との共催という形で実

施をいたしました。

訓練につきましては、午前８時に日向灘沖を

震源とするマグニチュード9.1の地震が発生した

ということを想定しまして、被災状況の把握、

住民への情報伝達、津波からの避難、被災者の

救助、負傷者の病院搬送など、初動時の防災関

係機関の相互連携を確認するという、さまざま

な実践的な訓練を実施したところでございます。

２点目の「訓練の成果」ですけれども、大き

く３つに分けて整理をいたしました。

まず、（１）の「災害対策本部の設置運営」に

ついてであります。

災害対策本部体制につきましては、年度当初

から、このような大規模災害に対応した編成と

いうのが重要だということで、実は４回、図上

訓練を実施しまして、そういうものを踏まえな

がら見直しをしてまいりました。

その結果、組織体制の強化ですとか、本部要

員の能力の向上を図ることができたと考えてお

ります。

また、２つ目のぽつになりますが、「ブライン

ド型の実動訓練」を行いました。それで、刻々

と変化する情報に基づく状況判断、非常に難し

い判断にはなりましたけれども、本番に近い状

態で行うことができて、「考える訓練」というも

のが実施できたんではないかと考えております。

さらに３つ目のぽつになりますが、後方支援

拠点、県内に12カ所を指定しているわけですが、

そういうものを活用しました広域応援部隊の参
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集訓練ですとか、被災現場への展開・救助訓練、

さらには広域的な物資の搬送訓練等を通しまし

て、業務の流れというものを実際に経験するこ

とができました。具体的な理解につながったと

いうふうに考えております。

それから、（２）の「関係機関との連携強化」

についてであります。

年度当初から、各防災機関と今回の訓練に向

けてのいろんな協議や図上訓練を実施してまい

りました。本番の12月15日だけではなくて、そ

れまでの間、約半年間をかけて、相互に密接に

協議をしてきたということで、お互いに「顔の

見える関係」というものが構築できたんではな

いかと考えております。

それから、右側の２ページになりますが、こ

のような大規模災害が発生をするということに

なりますと、やはり広域的な対応というものが

必要になってまいります。それで、従来から締

結しております「九州・山口９県災害時応援協

定」に基づきます、いろんな情報交換ですとか、

必要な手順の確認、さらには、「九州ブロック協

議会」との連携ということになりましたので、

テレビ会議等を通じまして、お互いの情報交換、

そういうものを実施したところでございます。

さらに、その次のぽつになりますが、警察や

消防、自衛隊等の関係機関が保有するいろんな

資機材を実際に持ち寄っていただきました。そ

して、ヘリコプターによる救助活動ですとか、

海上からの救助活動、復旧活動を含めました、

言ってみれば立体的な対策の調整・連携ができ

たというふうに考えております。

また、被災現場から救護所ですとか災害拠点

病院、さらには広域医療搬送拠点まで、実際に

負傷者の皆さんを救急車やヘリで搬送するとい

う訓練を実施しました。災害医療に関します対

処能力の向上を図ることができたというふうに

考えております。

さらに、（３）の「地域防災力の向上」につい

てですが、今回の総合防災訓練に合わせまして、

県内の各市町村で、約7,200名の方が参加して、

避難訓練を中心とするさまざまな訓練を実施し

ていただきました。そういった中で、地域の防

災力の向上が図られたというふうに考えており

ます。

それから３番目、「今後の課題」ですが、今回

は、シナリオを十分に設定した訓練ということ

ではなくて、あくまで実際に実践的な訓練をやっ

てみて、いろんな問題点を発見しようというこ

とも、意図したところでございます。

そういう中で、同様に３点に分けて整理をし

ているんですが、１点目の「災害対策本部の設

置運営」につきましては、やはり今後とも、本

番を見越した組織体制の不断の見直しが必要だ

というふうに思います。

さらには、突発的な災害発生に対応しました、

災害対策本部の設置ですとか要員の参集、こう

いったものをどうスムーズに実施していくか。

さらには、本部運営を担う人材の育成をどうす

るか、こういったことが大きな課題だというふ

うに考えております。

そして、刻々と状況が変化しますんで、そう

いった情報の収集や整理、共有、そういうこと

を行うためのシステム構築も、重要なテーマだ

というふうに考えております。

それから、２点目の「関係機関との連携強化」

ですけれども、やはり関係機関とは、お互いに

顔の見える関係というのを継続的に、こういう

ふうな訓練を通してやっていかなければならな

いと思います。

そして、日ごろからの関係の強化をしていく
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ということ、さらに、九州各県等との広域的な

連携強化も、大変重要だというふうに考えてお

ります。

それから、後方支援拠点を今回、活用したわ

けですけれども、沿岸の市町村と内陸の市町村

との連携強化、さらにはもっと広がった九州内

での広域的な支援体制、こういったものをどう

円滑に実施していくかということ、そういった

ことについても、平常時から十分確立しておく

必要があるというふうに考えております。

それから、（３）の「地域防災力の向上」につ

きましては、県民に対しまして、年間を通して

いろんな継続的、計画的な防災意識の啓発活動

ですとか、さらには最近、積極的に進めていま

すが、防災士の育成をしていますので、防災士

等を活用しまして、日ごろからの自主防災活動

の充実、そして内陸部を含む市町村との連携、

そういった中での住民参加型の防災訓練の実施

等について、地道に取り組んでいく必要があろ

うと考えております。

実は、今回の防災訓練につきまして、来週水

曜日、２月５日の日になりますが、南海トラフ

巨大地震対策の九州ブロック協議会を本年度３

回目になりますが、宮崎市内で実施をいたしま

す。

そのときにあわせまして、今回、訓練に参加

していただいた機関にも集まっていただいて、

お互いに反省会とか意見交換会、そういったも

のを実施する予定にしておりますんで、そういっ

たことを踏まえて、今後の訓練に十分反映させ

ていきたいというふうに考えております。

それから、ページめくっていただきまして３

ページになりますが、その次のテーマですが、

「新・宮崎県地震減災計画を踏まえた今後の取

組と市町村等への支援について」でございます。

１点目の「今後の取組」ですが、（１）の「基

本的考え方」については、前回の委員会でも御

説明しましたように、今回の減災計画というの

は、やっぱり長期的に実施しなくちゃなりませ

ん。ですから、実施時期を５年程度の短期から10

年程度の中期、30年程度の長期に分類しました

ので、それを計画的かつ段階的に実施をしてま

いりたいと考えております。

また、実施主体が、県だけではなくて市町村

や住民の皆様を含めて多岐にわたりますので、

それぞれ自助、共助、公助に区分して整理をし

まして、県全体の防災力の強化を図っていきた

いと考えております。

それから、（２）の「市町村との連携」ですが、

この減災対策の推進を含めまして、県全体の防

災力の向上を図るためには、しっかりと地域防

災計画にも位置づけられてますように、市町村

との連携が不可欠でございます。したがって、

まずは、市町村の防災計画に、今回の減災計画

を反映していただくということで、お願いをし

ているところであります。

それから、沿岸の市町と組織しております「宮

崎県津波対策推進協議会」、こういったものを使

いまして、いろんな情報交換、意見交換を積極

的に行いまして、それぞれの地域特性に応じた

対策というものをソフト・ハード両面から、総

合的に推進してまいりたいと考えております。

そうした基本的な考え方のもとで、２に記載

していますように、市町村等への支援を行って

まいりたいと考えております。

具体的には、まず、（１）の「基金事業等によ

る支援」であります。

本年度に設置しました宮崎県大規模対策基金

によりまして、現在、市町村が実施する避難場

所の確保ですとか、避難路の整備等について財
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政的支援を行っていますが、それを今後とも実

施するとともに、本県独自の組織でございます

宮崎県防災士ネットワークとも連携をしながら、

市町村における防災対策のリーダーとなります

人材の育成も図っていきたいと考えております。

それから、右側、資料の４ページになります

が、（２）の「南海トラフ特措法によります地域

指定・支援制度の活用」であります。

この防災・減災対策を進めるためには、何と

いいましても財源確保というのが非常に重要な

課題であります。したがいまして、この特別措

置法ができましたので、まずはこの特別強化地

域、指定地域として受けられるように、国に対

してしっかりと働きかけてまいりたいと思いま

す。そして、新たに創設される支援制度等を活

用しながら、市町村と一体となって防災対策に

取り組みたいと考えております。

それから、（３）の「県民への啓発や訓練の実

施」ですが、何よりも重要なのは、前回の委員

会でも減災計画で御説明しましたように、建物

の耐震化を進めるということと、住民の早期避

難を図るということでございます。

そういうことを中心としました、いろんな啓

発事業とか防災訓練を実施しまして、しっかり

と県民の皆さんに防災意識の向上を図っていく

ということ、そういったことについて、市町村

と連携しながら進めていきたいと考えておりま

す。

さらに、（４）の「広域的な支援・受援体制の

確立」ですけれども、実は、これにつきまして

は、今年度、モデル計画を策定するということ

で、具体的には都城市を対象地域として、都城

市と沿岸部の連携をどう図っていくかという計

画づくりを現在、進めているところでございま

す。

したがいまして、本年度中にそれができます

れば、それに沿いまして、県内各地でのいろん

な沿岸部と内陸部との連携体制について活用し

てまいりたいと考えております。

それから、資料の５ページをごらんいただき

ますでしょうか。「南海トラフ巨大地震対策の主

な流れ」ということで、ただいま申しましたよ

うな内容を含めまして、整理をしたところでご

ざいます。

表をごらんいただきますと、国がすること、

県がすること、市や町がすること、住民がする

こと、それぞれを平成24年度以前から、そして

平成25年度以降というふうな格好で、段階的に

このように進めてきたということを整理してご

ざいます。

下のほうになりますが、総合防災訓練も実施

しまして、今後、県の地域防災計画の見直し、

その中で、この震災対策編の大幅な改定という

ものを年度中に進めてまいりたいと思います。

それに基づいて、市や町でも、それぞれの地

域防災計画の見直しをしていただく、そういう

ことを踏まえて、いろんな対策を今後、進めて

いきたいということでございます。

それでは、最後の資料ですけれども、別冊で

配付させていただいております冊子になってい

ますけれども、ごらんいただきますでしょうか。

「宮崎県津波浸水想定における浸水開始時間予

測」についてであります。

この南海トラフ巨大地震が発生したときの津

波につきましては、昨年の２月に、どこまで浸

水するのかという浸水範囲と、それぞれの地域

がどのくらいの深さになるのかという浸水深に

ついて公表しました。

それに基づいて、市町村といろんな避難計画

等について話を進めてきている段階なんですが、
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実は市町村のほうから、市町村ごとの到達の最

短時間というのは、15分前後で示されているん

ですが、実際にそれぞれ住んでいる集落が何分

後に浸水を始めるのかと、そういった資料がぜ

ひ知りたい、つくってほしいという要請がござ

いました。

それで、県のほうで持っているデータを加工

しまして、今回のような形で整理をしたという

ところでございます。

資料の表紙をめくっていただいて１ページで

すけれども、１ページは、これは県全体で、ど

の程度浸水するかというその浸水の範囲を整理

したものでございます。

それから、２ページからが、今回の新しい図

面ということになりますが、実際には全部で36

地域、36ブロックに分けた図面になっています

が、本日は抜粋しまして10枚の資料にして配付

させていただいておりますが、２ページが県北

から順番に延岡市の図面でございます。

この図面を見ていただきますと、市の中心部、

日豊本線が通っているところとか10号線が通っ

ているところは、薄い水色になっております。

こういった地域については、地震が発生して30

分を超えて浸水が始まるということでございま

す。

それから、その東側、右側になりますが、も

うちょっと濃い水色になりますが、ここが25分

から30分程度で浸水が始まると。

それから、もう少し東側、もう海岸沿いにな

りますが、もうちょっと濃い部分が20分から25

分ということになります。

そして、ごくごく海岸に寄ったところとか、

あるいはその川の中で、もっと濃い部分があり

ますが、こういったところが15分から20分です

とか、場合によっては15分以内、以下で浸水が

始まるというところでございます。

それで、なぜこの河川の中でこんなふうな状

況になるのかということについて御説明します

と、非常に激しい地震が発生しますと、それに

よって堤防が破壊されるということを今回の調

査では条件として設定してございます。

したがいまして、堤防が破壊されますと、津

波がやってくるということではなくて、河川水

がしみ込んでくるという現象がすぐ発生をいた

します。したがいまして、この河川沿いのほと

んどが原野とか農地とかいう場所になりますけ

ど、そういったところに関しましては、かなり

早い時間から浸水が始まるということで図示し

ているところでございます。

同様に、以下、門川町から日向市、そして児

湯郡、そして宮崎市、日南市、串間市というこ

とでおつけしてございます。これにつきまして

は、昨日、県のホームページで、全て36枚のデ

ータを公表しましたので、今後、この図面に基

づきまして、市町村と具体的にそれぞれの地域

はどのように避難すればいいのかという、そう

いうふうな避難計画づくり、そして実際の避難

訓練、そういったものに役立てていただくとい

うことで、活用していきたいというふうに考え

ております。

説明は以上であります。

○中野委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑などがございましたらお願いし

たいと思います。ありませんか。なければ閉会

しますよ。ありますか。

○黒木委員 総合防災訓練ですけれども、対策

本部とか大淀川とか宮崎港、大学病院とかで見

せていただいたんですけれども、後方支援拠点

の会場は見ていないもんですから、これはどう

いう規模で、どのような状況であったのかとい
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うのを教えていただきたいと思います。

○大坪危機管理局長 今回は後方支援拠点の中

で、宮崎市西部にございます生目の杜運動公園

を使用いたしました。そこに、九州各地からの

いろんな部隊に参集していただくということで、

主には自衛隊の部隊ということでありましたけ

れども、自衛隊の県外からの部隊を中心に、そ

こに集結していただきまして、そこで、いろん

な調整をしました。

そして、どの部隊がどの前線に行って救援・

救助活動をするかということを話し合いながら、

それぞれ出ていただいたということでございま

す。

今後、県内12カ所にそういった後方支援拠点

を設置していますので、来年度以降も同様な形

で、ぜひ訓練を県内各地でやっていきまして、

そういった後方支援拠点を活用して、広域的な

救援・救助のあり方、進め方というものをしっ

かりと検証、そして訓練していきたいというふ

うに考えております。

以上であります。

○黒木委員 岩手県遠野市に行ったときに、な

ぜこんなに早い対応ができたんですかといった

ら、我々は訓練していましたからという話をさ

れていましたから、非常に訓練っていうのは大

事だなということをつくづく思いました。

それから、県内12カ所の一応、今、拠点を考

えているということですけれども、この拠点に

沿岸部から行く道路網について、こういうとこ

ろは改善しなければならないとか、そういった

ものは県土整備部あたりとしっかりと連携して、

それに向けての改良とか進めるべきだと思うん

ですけど、そういったものの協議とかはされて

おるんでしょうか。

○大坪危機管理局長 本当に大災害が発生した

ときに、救援・救助を進めるためのアクセスと

いうのは非常に重要でして、今回も、それこそ

県土整備部が、この県の災害対策本部の中で新

たなシステムっていうのをつくってくれまして、

どの道路が通れるとか通れないとかいうのを皆

さんで情報共有できるようなことをしていまし

た。

通常から、この災害時に重要な道路につきま

しては、あらかじめ指定をしてございまして、

そこについては、特に災害時にも早期に復旧で

きるようにということで、体制整備を進めてい

るところでございます。

さらには、本年度、高速道路が延岡までやっ

と全線開通しますんで、東北であったような「く

しの歯作戦」といったような展開も、本県でで

きようかというふうに思っていますので、そう

いう高速道路を使って、どう現場に行くかとい

うことについても、十分、県土整備部と協議し

てまいりたいと考えております。

○髙橋委員 ３ページの減災計画ですか、ちょっ

とイメージが湧かないもんですから教えてくだ

さい。短期、中期、長期に区分されるというこ

とで説明されましたが、一、二、例示を挙げて、

それぞれ説明していただくと、大変ありがたい。

○大坪危機管理局長 12月に発表しました減災

計画の冊子の中で、表として整理をいたしまし

た。

短期的にできるものというのは５年程度で、

少しずつ成果が出るものということで、例えば

住宅の耐震化、そういったものにつきましては、

現在も支援制度を持っておりますので、進める

ことができようかと思いますし、いろんな情報

伝達とか、あるいは救命・救助のための関係機

関との連携強化、そういったものは、短期的に

できようかというふうに思っております。
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それから中期的、10年程度ということで想定

していますのは、やっぱり東北での反省点とし

まして、実際に避難するときは、地域だけでは

なくて、やっぱり学校や企業、そういうものも

含めたいろんな防災対策というのが重要だとい

うふうに思っていますので、そういうものをしっ

かりとそれぞれの地域で形づくるということ。

それから、やっぱりどうしても避難が困難な

方々、高齢者とか障がいを持っている方々、そ

ういった方々が住んでいらっしゃる施設につい

ては、高台に移転していくということ、そういっ

たことを中期的な目標として整理しました。

それから、長期的には、地震・津波災害に強

いまちづくりということを進めていきたいと思

います。

南海地震が直近で発生しましたのは、戦後の

昭和21年でございまして、そこからしますと、

大体今、70年弱たっている段階であります。過

去の経緯を見ますと、南海地震について、大体100

年から150年に１回ぐらいのスパンで発生してい

ますんで、通常のパターンでいいますと、あと

二、三十年後には南海地震、マグニチュード８

ぐらいのものは発生するだろうと。

さらに、日向灘地震につきましては、これは

もう大体マグニチュード７前後なんですが、過

去100年に10回発生しています。そういう中では、

平均すると10年に１回ぐらいなんですが、そう

いう身近に発生する日向灘地震とか南海地震を

考えても、南海地震に関しては、おおよそ二、

三十年の猶予は客観的に見るとあるんではない

かと思いますので、その間に十分時間をかけて

でも災害に強いまちづくり、例えば都市計画を

見直して、１階の住宅だけではなくて、場合に

よっては高層の避難ビルだってできるようにす

るとか、あるいは低地に住んでいる住民の方は、

段階的に高いところに移るとか、そういうこと

も含めたまちづくりについて、市町村のほうと

協議をしてまいりたいと、そんなことを体系的

に進めてまいりたいと考えているところであり

ます。

○髙橋委員 わかりましたが、いわゆる災害が

起こったときに人の命を救うというのは、短期

も中期も長期もないようなちょっとイメージし

たもんですから、ちょっとお尋ねしたんですけ

ど。だから、今やれることをやるということは、

私は基本だと思って申し上げたんですけど、も

う明らかに浸水があって、危ないよという地域

が今でもあるわけじゃないですか。

そこに、例えば日南の大堂津ですね、具体的

にきょうも新聞に出ていましたけれども、あそ

こには、やっぱり避難する場所がないもんです

から、あそこなんかは、何らかの手を打たない

とだめだよというところがもうわかっているも

んですから、そういう意味では今やれること、

優先的に財源をつけてやるべきだというところ

があると思うんですね。もうそういうところは、

整理されていらっしゃると思います。よくわか

りました。

もう一点は、４ページの特措法の関係です。

私はこれ、十分中身を承知していなかったんで

すが、特措法はもう指定まで当然やっているん

じゃないかと思ってました。

それと、当然、あれだけ国もシミュレーショ

ンを出して、南海トラフ巨大地震に伴う津波で

宮崎県が浸水するんだから、当然、働きかけな

くても、向こうからお願いしますというような

指定が、受けられなかろうかというふうに私は

思って、ちょっと尋ねてみました。どんなもん

ですか。

○大坪危機管理局長 特措法につきましては、
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昨年下旬に制定されまして成立をしまして、現

在、その具体的な施策に向けて手続が進んでい

る段階ですが、実は、１月の20日の日に国で説

明会がございました。

午前中に県に対する説明、午後に市町村に対

する説明がありまして、本県からも担当者２名

を派遣したところなんですが、そこで説明があっ

たことをちょっと簡単に申しますと、地域指定

については二通りございます。一つが、地震防

災対策を進める推進地域という指定、それから

もう一つは、沿岸部の津波避難対策を進める特

別強化地域という指定でございます。これにつ

いて、どのような地域指定をするかということ

を中央防災会議に諮問をしたという段階だそう

であります。１月17日に諮問をしたという説明

がございました。

そして今後、２月中をめどに関係自治体に意

見聴取をしますと。そして、そういったものを

踏まえて中央防災会議で審議をして、３月末ま

でに答申を受けて、内閣総理大臣が決定をする

と、そういうふうな段取りになりますという説

明が一つございました。

それから、諮問をしたということで、現時点

で国がどのような案を考えているのかという説

明もありました。その中で、推進地域につきま

しては、震度６弱以上の地震が想定される市町

村等々の条件が示されました。これが、最終的

にそのとおりということになれば、本県の26市

町村は、全て対象となります。

そしてもう一つ、津波避難対策を進める特別

強化地域、沿岸部の市町村ということになりま

すが、これについては、陸上で30センチ以上の

浸水が30分以内に生じる地域という案が示され

ております。これが、最終的に通るということ

になれば、本県の沿岸部の10の市と町は全て対

象になります。

したがいまして、この原案どおり、しっかり

と地域指定がされるように、本県での現状も十

分に２月にまた訴えながら、３月の指定に向け

て努力してまいりたいと考えているところでご

ざいます。

○髙橋委員 手続はよくわかりましたが、県の

ほうに申し上げても、これはしようがないんで

すけれども、私たちが申し上げたいことは、手

続は大事なんでしょうけど、やっぱり急いでほ

しいというのがありますよね。財政的な支援が

受けられる特別措置法だから、やっぱり県民の

人たちは、すぐにでもいろんな整備はしてほし

いというのがあるでしょうから、スピード感を

持ってやっていただきたいことを要望してくだ

さい。

以上です。

○中野委員長 いいですか。ほかにありません

か。

○外山委員 財政的な支援の中身ですよね、ど

ういう中身、それと支援の額が想定されるんで

すか。

○大坪危機管理局長 今回の特別措置法で一番

大きな目玉といいますのは、避難施設の整備で

すね、避難タワーとかそういう避難施設の整備

について、通常は国庫補助は２分の１なんです

が、それが３分の２になるというメリットがご

ざいます。

ですから、本県でも、その地域指定をしてく

ださいという要望と、それとその対象を単に避

難するためだけのタワーじゃなくて、複合的な

施設、通常からいろんなことに使用できて、な

おかつ避難時にも使えるような、そういうもの

も支援の対象にしてほしいという要望をしてい

るところでございます。
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○外山委員 例えば、その地域にある保育所、

幼稚園、それから老人施設、学校もでしょうが、

そういうところが津波対策で高いものをつくる

というようなときも、これは対象になってくる

んですかね。

○大坪危機管理局長 まだ具体的な、どういう

ものが対象になるというのは、はっきり示され

ていませんので、そこはしっかりと協議したり

要望してまいりたいと思います。

ただ、高台移転に関しては、一定の支援措置

があったように覚えていますので、そういった

ものは十分に勉強しながら、適用できるところ

はしてまいりたいと思います。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○有岡委員 防災訓練のお話をちょっとさせて

いただきたいと思いますが、というのは、県民

の方の役割というのが明確になってきたという

ことで、大変意義があると思っておりますが、

その中で、当日、朝７時前に行きましたら、職

員の方はやはり７時をめどに参集されていたん

ですね。

これからのもっと対策本部の機能として、職

員の方が、地震発生時に８時に自宅から出てく

ると、そういうことを想定したときに、どうい

う流れがあるのかなと思ったとき、例えば警備

員室のところを通るときのチェックとか、もう

新しい新庁舎においては、職員が入ってきた時

点で誰が来ているか把握できるような、そうい

うシステムも必要だなというふうに感じました

し、訓練においては、先ほど出たように、通れ

ない道があるときは、じゃあ、どうやって来る

のかとか、そういったふうに、この対策本部と

しての具体的な訓練というんですか、それも必

要かなというふうに感じました。

全体の役割が見えてきたことは大変いいこと

だとと思いますし、そういった新庁舎に向けて

は、ぜひ職員の方が入ってきた、誰が来たとい

うのが把握できて体制ができるように。実際に

それが１時間かかるかもしれませんので、実際

は８時の震災から９時から本部が動き出すとか

そんな、そこ辺がちょっと今後の課題かなとい

うふうに感じたんですが、いかがでしょうか。

○大坪危機管理局長 先ほども若干触れました

けれども、やはり災害対策本部の今後の課題と

しまして、おっしゃったとおり、突発的に災害

は発生しますんで、そのときに本部の設置をど

う迅速にするか、職員の参集をいかにスムーズ

にするかが重要な課題であります。

ただ、残念ながら現時点では、県庁内で一番

広い場所というのは講堂になりまして、講堂を

すぐに災害対策本部用に仕事ができるように設

置をして、職員が実際の業務ができるようにす

るというのは、正直やっぱり若干の時間が必要

なのかなと思います。

それで、今、総務課のほうとも話をしている

んですが、今後、検討しますその防災庁舎では、

もう常時、すぐに仕事ができるような、そうい

う災害対策本部の使用というものも進めますし、

さらには、国の現地対策本部とか、あと自衛隊

の関係部隊も一緒に仕事ができるような、そん

なふうな機能も有してできるようにしていきた

いというふうに考えているところでございます。

ただ、おっしゃったように、今回の訓練では、

そこまではできませんでしたので、当分の間は

講堂を使うということになりますんで、そこは

しっかりと留意して、１分でも早くできるよう

に努力していきたいと思います。

○有岡委員 よろしくお願いしたいと思います。

もう一点、お尋ねしたいと思うんですが、や

はりマスコミで出たように、県民の意識がまだ
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向上していないという課題が、一番のネックだ

と思っています。東日本大震災では、東北３県

で２万人弱の死亡者なのに対し、今のまま努力

しなければ、宮崎県だけで、その倍の４万2,000

人が死亡するんだと。

これは大変大きな数字だと思うんですが、ま

だその危機感が県民の中で浸透していないとい

うっていうのが課題であり、今後の防災士の方

々のネットワークも含めた対策が必要だと思う

んですが。県民の危機感をあおるだけではいか

んのですが、そこ辺の意識を高めるための何か

もう一つ工夫が必要かなと思うんですが、いか

がでしょうか、そこら辺の今の課題で。

○大坪危機管理局長 今、おっしゃいましたと

おり、県民の防災意識というのは、パーセント

でいうと残念ながらあんまり変わってないんで

すね。

あなたは防災にしっかり備えていますかとい

う県民調査をするんですが、大体30％台なんで

すね。ですから、ここを何とか上げていきたい

と思います。

できましたら、年間を通していろんな形で啓

発をすることが重要だと思っていまして、どん

なことができるか現在、検討をしているところ

なんですが、一つは、話の中に出ました防災士

で、本県には全国唯一の防災士ネットワークと

いう全県的な組織がございますんで、それをこ

れまでの任意団体から法人化しようということ

で、本年度内には、ＮＰＯ法人になるというこ

とで準備を進めています。

そして、そのネットワークが、しっかりとし

た事業主体となって、県や市町村のいろんな啓

発事業を進める。あるいは地域での防災リーダ

ーとして働いていただく、そういうことを進め

ていきたい。そんなことをきっかけにしながら、

さらなる啓発を図っていきたいと思います。

○有岡委員 どうぞよろしくお願いします。

○井上委員 ちょっと今のに関連してなんです

けど、現実に、この津波想定における浸水開始

時間予測、この図だけ見ると、ああ、自分の地

域は大丈夫ではないかみたいな感覚になる可能

性が非常に高いんですね、ここは来ないのでは

ないかみたいな。

きのうもちょうどテレビ報道とかもあったの

で、また改めて自宅でどうやって逃げるかとか、

どういうふうにして避難所まで到達するかみた

いな話をしたんですけど。

じゃあ、うちあたりだったら45分、これでい

けば45分とかってなるので、それだったら、も

う大丈夫なのかと。県庁だって大丈夫みたいな

話になってしまう可能性って非常に高いと思う

んですよ。

で、この前の総合防災訓練のときも、地域で

うちは班長をしている関係で情報が来るからと

いうことで、自宅で待機して待っていたけど、

結局、来なかったんですが、やっぱり先ほど有

岡委員が言われたように、県民がどうやって、

一緒にこの総合防災訓練時だけでなく日常的な

訓練に、どうやって参加するかということが、

非常に大切ではないかなというのが、常に一番

思うところろなんですね。

それで、今度の大規模災害の防災対策特別委

員会では、いろんな意味での、私どもが感じる

ところ、例えば企業との連携はどうするだとか、

高知県黒潮町に行き、市町村が想定する高台移

転についてはこうだとかっていうのをずっと今、

調査させていただいて、ある程度のことは委員

会としては把握できるような状況になってきた

わけですね。

で、高知県がすぐれてやっぱりおもしろいな
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と思ったのは、やはり目で見れる想定です。い

かに水がと言われても、大体津波がどんなふう

に来ているというのは、頭に入らないわけです

よ。

３・11の東日本大震災はテレビ画面で見てい

ましたから、その危機感というか、こういうこ

とが実際に起こるのかというのを見て危機感を

感じたでしょうが、それはそれでだんだん薄れ

ていく可能性があるので、やはりある意味では、

シミュレーションなどのソフトも含めてきちん

と整備、装備をして、そして必要な自主防災組

織の避難訓練のときに、活用し、そのシミュレ

ーションがきちんと頭の中に入るような訓練と

いうか、災害対策についての防災意識みたいな

のを、それを予算化して、きちんと予算を取っ

てやっていただけるようにしたらいいなという

ふうに思うんですね。

実際、高知で見せていただいたシミュレーショ

ンは、ええっみたいな感じで、結構、すごいん

ですよ。で、黒潮町は予算を取るためかもしれ

ないけれども、より激しいんですよ。

だから、あそこの町長は、常に衆議院の委員

会に呼ばれて状況を説明して、予算が３倍ぐら

いに膨れ上がっているっていうような状態が起

こっているわけですよね。

やはり、これは市町村においてもそうなんだ

けれども、各企業の皆さんもそうなんだけれど

も、いろんな意味で、自分たちのところはどう

なるのかと、本当の意味でのシミュレーション

というのはどういうことなのかっていうのは、

やっぱりある意味、目で見せるということは大

変重要なことではないのかなと。だから、その

装備がないということは、ちょっと宮崎県は残

念だなというふうに思うんですよね。

前に一度、危機管理局で見ていただいたこと

がありますが、私も、幕張に見にいったことが

ありますが、やっぱり想定を口で説明するより

も、みんなの中にしっかりと意識として残るよ

うなものというのは、私は機器として必要なの

ではないかなというふうに思っているんですけ

ど、今回の予算獲得の中にそれを入れておられ

るのかどうか、そこをちょっと聞かせていただ

きたいなと思います。

○大坪危機管理局長 実は私も、先週、高知県

に行ってまいりまして、沿岸の市町村の防災担

当職員と合計８名で行ってまいりまして、一番

びっくりしましたのは、委員がおっしゃいまし

たように、市町村でビデオをつくってて映像化

しているんですね。

そして、実際に津波がどんどん深くなってき

て、最終的に溺れてしまうというふうな非常に

ショッキングな映像を作成しておられましたが、

そういうのを見ますと、本当に実感としてわか

ります。

したがいまして、県民に本当に肌感としてわ

かっていただくような啓発の仕方っていうのは、

十分踏まえてやっていきたいと思いますし、今、

来年度予算について議論していますけれども、

そういうことを含めて、いろんな形で啓発活動

をやっていきたいと思っております。

○井上委員 委員会も、相当な意味でこの委員

会を設置しているわけで、だから今、やるべき

というか、予算獲得するべきものについては、

それはバックアップしていけると、議会でもバッ

クアップするという意味で、この特別委員会も

あるわけなので。

それで、ソフト的な部分も私たちもしっかり

見せていただいたし、ハードの部分についても、

今後、想定できるものについては、こういうも

のが必要だとか、まさか黒潮町みたいに、町の
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大部分が、もう高台に移転しないといけないと

か、そういう状況にはならないかもしれないけ

れども、新たなまちづくりという視点からいえ

ば、市町村はしっかりとそういうシミュレーショ

ンを頭に入れた上で、やるべきだというふうに

私は思うので。

ただ単に啓発をしても、なかなかうまくいか

ないと思うので、そういうシミュレーションを

しっかりとした上でやっていただいて、これは

ある意味での地域づくりの一つのチャンスでも

あるので、せっかくだから、自主防災組織の活

性化のためにも、それはやっていただくと、地

域づくりが、もっとしっかりしたものになるの

ではないかというふうに思いますので、ぜひこ

れは予算獲得を頑張っていただきたいというふ

うに要望しておきたいと思います。

○外山委員 この浸水想定、私は全く素人です

が、私の感覚では、地震が起こった震源地がど

こかで違うような気がするんですよ。

例えば日向灘沖でも、10キロと50キロ先とで

違うだろうし、県北の延岡の沖と、豊後水道の

あたり、それと串間の沖、そこ辺の場所によっ

て、それは30分ぐらいの差は出てくるような感

じがするんですが、これはその辺はどういうふ

うな入れ方をしてあるんですか。

○大坪危機管理局長 おっしゃったとおり、無

限のパターンが存在するわけですから、それに

よってさまざまに現象としては変わってまいり

ます。

したがいまして、内閣府のほうでは、まず、

津波に関していうと11パターンを設定して、そ

れでどういうふうな状況になるかというのをさ

きに発表されました。

本県では、その内閣府が発表した中で本県に

一番影響の大きいパターン、それを採用すると

ともに、本県独自のパターンというのもあわせ

て検証しました。そして、いろんなパターンを

合成した形で、それぞれの地域での最短の時間、

最悪の深さということで図示したものが図面で

ございます。

ですから、現実には、これが県内全域がこん

なふうに発生するということにはなりません。

ただ、それぞれの地域で、この程度、やはり最

悪のパターンとして備えておいてくださいとい

うメッセージで、今回の時間についても発表し

たところであります。

○外山委員 やっぱ大まかに一番県南の串間の

沖の場合と県北と県央と、そして10キロか50キ

ロかわかりませんが沖ね、ある程度の場所を想

定した時間というのは、出す必要があると思う

のだけど、それは難しいのかな。

○大坪危機管理局長 この調査結果の前提とな

るいろんなデータについては、おっしゃったと

おり県北が中心になって、滑ったらどうなのか

とか、県央だったらどうなのかというのがござ

います。ですから、そういったものを重ねて、

最悪の場合を全部示したということでございま

す。

ただ、これはあくまでも南海トラフの巨大地

震が前提となっていますんで、例えばマグニチュ

ード７ぐらいの日向灘地震は、津波の範囲とか

深さは小さくなりますけれども、到達時間はもっ

と短くなります。これは従来から発表していま

すけど、多分、最短で10分程度で浸水が始まる

という想定になっていますので、そういう南海

トラフ巨大地震だけではなくて、日向灘地震と

いうものにも、しっかり備えないといけないん

ですよということは、あわせて啓発をしなくちゃ

ならないかなというふうに考えております。

○外山委員 大体わかりましたが、要するに、
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これは一つモデルとして頭に置いておくという

ことですよね。はい、結構です。

○中野委員長 ほかにありませんか。ないです

か。ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 それでは、ないようですので、

これで終わりたいと思います。執行部の皆さん、

御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時50分休憩

午前10時52分再開

○中野委員長 委員会を再開いたします。

次に、協議事項（１）「委員会報告書骨子（案）」

についてであります。

「資料１」をごらんください。

委員会報告書の骨子案を記載しております。

当委員会の調査項目は、南海トラフ巨大地震

に関すること、その他大規模自然災害に関する

こと、防災・減災対策に関することの３項目と

なっていますので、それぞれの調査項目ごとに

調査の内容や委員会としての意見等について、

記述したいと考えております。

詳細につきましては、書記のほうから説明を

させます。

○日髙書記 では、御説明申し上げます。

Ａ３版の「資料１」大規模災害・防災対策特

別委員会報告書骨子（案）をごらんください。

まず、「Ⅱ」の「調査活動の概要」からであり

ます。

前書き、調査活動の経過といたしましては、

東日本大震災では想定を超えた甚大な被害が出

たことや本県においても、南海トラフ巨大地震

による甚大な被害が想定されていることについ

て記載し、このような状況を踏まえ、当委員会

では、調査事項として、「１、南海トラフ巨大地

震に関すること」、「２、その他大規模自然災害

に関すること」、「３、防災・減災対策に関する

こと」の３つを掲げ、調査事項の１及び２にお

いては、それぞれの災害の概要や現在の状況を

整理した上で、調査事項３の「防災・減災対策

に関すること」において、自然災害に対しどの

ような対策をとるべきかということをまとめた、

そういう書き出しで始めたいと思っております。

まず、１の「南海トラフ巨大地震に関するこ

と」についてであります。

ここでは、（１）で南海トラフの概要から、地

震の発生状況と本県に及ぼす被害の想定につい

て記載したいと思います。

次に、（２）の「南海トラフ地震対策特別措置

法について」では、さきの国会で成立した「南

海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関す

る特別措置法」について、概要を記載したいと

思います。

次に、２の「その他大規模自然災害に関する

こと」についてであります。

ここでは、大規模災害の定義について記載し

た上で、新燃岳及び桜島の火山災害について記

載したいと考えます。

当委員会は大規模災害・防災対策特別委員会

であり、その名称にある「大規模災害」の定義

について、第１回、第２回の委員会で調査しま

した。

残念ながら、現在の法制度において定義はな

いということでしたので、当委員会としては、

本県に大きな被害を及ぼすと想定される、新燃

岳及び桜島の火山災害に着目し、調査を行った

ことを記載したいと思います。

そして、都城市の調査で伺った、平成23年の

新燃岳の爆発的噴火の被害状況や、鹿児島県の

平成26年１月31日（金曜日）
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調査で伺った桜島の現在の状況について記載し

たいと思います。

次に、３の「防災・減災対策について」であ

ります。

ここでは、防災・減災のために、どのような

対策をとるべきかということを、対策テーマご

とに、県内外調査の内容を盛り込みながら記載

したいと考えています。

まず、（１）では、防災・減災に関する計画に

ついて記載したいと考えています。

①では、男女共同参画センターとの意見交換

内容を踏まえ、防災対策へ「女性の視点」を反

映させるべきという考えのもと、県防災会議に

おける女性委員の増員や、防災担当部局への女

性職員の登用の検討について提言したいと考え

ています。

②では、先日の委員会で県当局から説明のあ

りました、新・宮崎県地震減災計画について記

載したいと考えています。

本県の計画と調査を実施した高知県の計画と

を比較し、市町村や県民全てが進捗管理できる

ような具体的な計画にするよう提言したいと考

えています。

③では、高知県が取り組んでいる津波避難計

画策定の取り組みや、黒潮町の「避難カルテ」

作成に係る取り組みを紹介し、県に対しては、

避難計画策定のための指針等を作成し、市町村

や地域での避難計画策定を促進するよう提言し

たいと考えています。

次に、（２）では、早期避難のための対策につ

いて記載したいと考えています。

まず、①では、陸上自衛隊の川﨑陸将補の話

にありました「ピックアップ行動の回避」など

の話に触れ、さらなる避難意識の啓発を行うこ

とと、そして、委員から意見の出ました津波シ

ミュレーション映像作成による、より効果的な

啓発に努めるよう提言したいと考えています。

②では、避難環境の確保について記載したい

と考えています。県に対しては、津波避難計画

に基づく、避難場所や避難路整備に対するさら

なる財政支援や、南海トラフ特措法に基づく「特

別強化地域の指定」について、先ほど執行部か

らもお話もありましたけれども、国に対してさ

らなる働きかけを行うよう提言したいと考えて

います。

また、鹿児島大学の井村准教授の話を紹介し、

火山対策の一つとして、土石流対策を推進する

ことを提言したいと考えています。

「資料１」の右側に移りますが、③では、東

日本大震災の際に、停電などにより災害情報の

伝達がうまくいかなかったことを踏まえ、情報

伝達手段のさらなる多重化を図ることを提言し

たいと考えています。

④では、先ほどの井村准教授の取り組みを紹

介し、避難場所の選択肢をふやすために、市町

村をまたがる広域的なハザードマップの作成に

ついて検討を行うよう提言したいと考えていま

す。

次に、（３）では、防災教育の徹底について記

載したいと考えています。

岩手県釜石市での防災教育の取り組みや、大

分県佐伯市での防災キャンプの取り組みなどを

紹介し、親や地域と一体となった防災教育の実

施につなげるよう記載したいと考えています。

次に、（４）では、防災関係機関との連携強化

について記載したいと考えています。

まず、①では、川﨑陸将補のお話や、宮崎海

上保安部との意見交換を踏まえ、県民から自治

体、そして自治体と防災関係機関の情報共有の

仕組みづくりを行うよう提言したいと考えてい

平成26年１月31日（金曜日）



-16-

ます。

②では、災害時に最も活躍が期待できるヘリ

コプターについて、各機関のヘリが効率的な活

動を行うために、具体的な運用ルールづくりを

行うよう提言したいと考えています。

③では、大規模災害時に、他県のヘリなどが

応援に来ることも想定し、高知県が取り組んで

いた「ヘリが空中から位置情報を確認するため

の、公共施設や道路等への対空表示、いわゆる

ヘリサインの設置」について提言したいと考え

ています。

また、あわせて大分県が取り組んでいる、避

難者情報をヘリに対して知らせるサインの統一

の取り組みを紹介し、本県においても、同様の

取り組みを行うよう提言したいと考えています。

次に、（５）では、備蓄強化や物資の供給体制

の構築について記載したいと考えています。

まず、①では、災害時には行政や各機関だけ

での備蓄には限界があることから、委員からも

意見のありました、各家庭や地域での備蓄強化

のさらなる啓発について提言したいと考えてい

ます。

②では、被災後に集まると想定される支援物

資の供給体制について記載したいと思います。

岩手県における物資供給の成功例を紹介し、物

資集積拠点の選定や専門業者との協定締結など

により、物資供給体制を確立しておくよう提言

を行いたいと考えています。

最後に、結びといたしまして、これまで申し

上げました内容を総括してまとめたいと思って

おります。

説明は以上であります。

○中野委員長 これは正副委員長案でございま

して説明させましたが、委員の皆様方、何か御

意見はありませんか。

○外山委員 大地震が起こったときの人的被害

が、最初４万か５万ぐらいですかね。これを、

いろんな対策を講じて、今、県下で8,600人ぐら

いが亡くなるというような想定ですね。

しかし、防災・減災対策ということであれば、

人的被害をゼロにするというのが基本目的でな

いと、私はおかしいと思うんです。

結果的に、その亡くなった方は出るにしても、

最初から何千人死亡者を想定するという計画は、

ちょっとおかしいと。

だから、委員会のトーンとしては、人的被害

をゼロにするということを、やっぱり目標とし

た災害対策を講じないといけないという前段が、

私はあるべきだと思います。

○中野委員長 前の委員会でも意見が出ました

ね。

今、意見が出ましたが、そういうことを前提

にする文言をどこかに入れ込みたいと。よくわ

かりました。

ほかに御意見はありませんか。

○井上委員 すごくいい、本当にいろんな意味

でいいところを指摘している、提言をしている

と思うんです。

問題は、やっぱり執行部の人が、これを具体

的に提言をきちんと受け入れるということが必

要なんで、これが提言した後で、委員会報告を

した後でいいんですけれども、後の結果を委員

会に報告をいただきたいと思うんですよ。提言

をどう受けてどうしたかということの結果を聞

かせていただきたい。

これは非常に網羅されていて、すぐれていい

報告書になるというふうに思うのですけれども、

そこはちょっと何らかの方法で考えていただけ

たらと思います。

○中野委員長 随所に提言をこうやっておりま
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すから、その取り組みをですね。

また、このメンバーで集まる機会をつくらな

いといかんですね。いや本当に。

○井上委員 やっぱり少なくとも、これをどう

網羅していったかということを報告をしていた

だきたい。

○髙橋委員 委員長報告のときに、その旨を入

れ込んだらどうですか。

○中野委員長 今、井上委員が言われたことは、

委員長報告の中でもきちんとやりなさいという

髙橋委員の言葉でした。

ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 ないですか。

それでは、報告書の骨子は、先ほど意見もあっ

たことを含め、資料のとおりでよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 なお、報告書そのものにつきま

しては、正副委員長に御一任いただき、案がで

き上がりましたら、印刷のスケジュールの関係

で、個別に御了解をいただくような形でお願い

したいと思いますが、よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 それでは、そのような形で進め

させていただきます。

次回の委員会は、２月定例会中の委員会とな

りますが、報告書につきましては、先ほどお話

しましたとおり、事前に皆様の御了解をいただ

くこととなります。

でき上がりました報告書は、他の委員会の分

と合冊して、２月定例会の最終日に議場で配付

することとなりますので、御了承をお願いした

いと思います。

なお、次回の委員会では、２月定例会最終日

に、私が行います委員長報告の案について、御

協議をお願いしたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

最後になりますが、協議事項（２）の「その

他」でございますが、委員の皆様から何かござ

いませんか。

○井上委員 ちなみにですが、県議会の特別委

員会の報告書というのは、市町村には配布され

ているのですか。それで、ちょっとこれは意見

なんですが、今回の防災・減災対策は、市町村

もやっぱりどう取り組んでいくかということも

含めて、大変な努力をしていただいているわけ

ですが、これは別冊として各市町村に委員会の

あれは出せないものなんですか。

○中野委員長 増刷して市町村に配布すること

は可能です。

それと調査先とか来ていただいた方とか、そ

ういう方にも配ったほうがいいと思うがな。

暫時休憩します。

午前11時８分休憩

午前11時10分再開

○中野委員長 では、再開いたします。

特別に印刷して、関係者等に配付するという

ことで進めていきたいと思います。

では、今後の日程について確認いたします。

次回の委員会は、３月17日月曜日午前10時か

ら予定しておりますので、よろしくお願いいた

します。

以上で、本日の委員会は終了いたします。

午前11時12分閉会


